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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第５期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第４期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 （千円） 536,145 3,118,337

経常損失（△）

又は経常利益
（千円） △168,783 571,623

四半期純損失（△）

又は当期純利益
（千円） △113,948 278,574

純資産額 （千円） 4,266,774 4,354,856

総資産額 （千円） 5,064,186 5,234,115

１株当たり純資産額 （円） 53,069.33 55,069.00

１株当たり四半期純損失（△）

又は１株当たり当期純利益
（円） △1,426.71 3,959.55

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 3,434.35

自己資本比率 （％） 84.3 83.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 289,042 240,581

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △702,690 △1,510,518

財務活動による

キャッシュ・フロー

　

（千円）
332,637 1,998,980

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 1,567,343 1,650,295

従業員数 （人） 139 127

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

      ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

      ３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業内容に重要な変

更はありません。

　また、提出会社は、平成20年６月27日の定時株主総会において定款の一部変更が承認され、決算日を３月31日より８

月31日に変更いたしました。変更の理由は、当社グループの主力事業における携帯電話業界特有の季節的要因により

３月に主力業務や決算業務が集中することから繁忙期を回避するため、決算日の変更をいたしました。これにより、経

営計画の策定、業務管理、連結決算への対応など経営リスクの軽減に繋げるためのものであります。これに伴い当連結

会計年度は平成20年４月１日から平成21年８月31日までの17ヶ月間となっております。

　なお、平成20年４月１日に、韓国現地法人「Acrodea Mobile Solution,Inc.」を設立し当社連結子会社といたしました。現

地に根付いた営業及び開発活動を強化し、ミドルウェア事業の拡大を推進しております。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

Acrodea Mobile Solution,Inc.

 韓　国

ソウル市

15

（億韓国ウォン）
ミドルウェア事業 80 役員の兼任４名

　（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 139 (10)

　  （注）  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 115 (10)

　  （注）  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

ミドルウェア事業 (千円) 456,230

メディア事業 (千円) 8,586

合計(千円) 464,817

　（注）１．金額は、製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

ミドルウェア事業 214,759 126,530

メディア事業 － －

合計 214,759 126,530

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

ミドルウェア事業 (千円) 486,181

メディア事業 (千円) 49,964

合計(千円) 536,145

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額（千円） 割合（％）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 140,011 26.1

Samsung Electronics Co.,Ltd. 100,825 18.8

ソフトバンクモバイル株式会社 66,616 12.4

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況　

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）における我が国の経済は、依然としてサ

ブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安及び株安が進む中、原材料や原油の価格の高騰が進行してお

り、景気の先行きに更に不透明感が増す状況となっております。

　当社グループに関連する携帯電話業界におきましては、国内においては、端末の新販売方式導入等の影響により、今

後の買換え需要が緩やかに鈍化していくという見通しの中、iPhoneが新たな収益モデルをもって市場に新規参入する

等の動きもあり、移動体通信事業者（以下、「キャリア」という）及び携帯電話メーカー（以下、「メーカー」とい

う）各社のユーザー獲得に向けた差別化競争は一層過熱感が増しております。

　一方、グローバル市場におきましては、依然として中国・インド等の新興国を中心にユーザー数の増加は進んでお

り、2007年には端末発売台数は約11.5億台（米Gartner社調べ）まで市場規模が拡大しておりますが、国内同様に革新的

なユーザーインターフェース（以下、「UI」という）等によってその支持層を広げるiPhoneが台頭してきている等の

動きがあります。これにより、各社に多様な切り口で差別化を提供する当社グループのミドルウェア(*１)製品群や新

たなサービスを実現するための技術に対するニーズが今後も高まっていくものと思われます。

　

　このような状況の下、当第１四半期連結会計期間における事業別売上高は、以下のように推移いたしました。

　 

（ミドルウェア事業）

　自社製品開発販売部門におきましては、韓国Samsung Electronics Co.,Ltd.のグローバル端末向けの「VIVID Message」

ならびに「VIVID Panorama」のライセンス販売を中心に順調に推移しており、「VIVID UI」及び関連製品につきまし

ても、前年度における期ずれ案件の一部を売り上げたほか、国内キャリア等に対するライセンス販売の実績を予定通

りにあげることができました。

　受託開発部門におきましても、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「NTTドコモ」という）をはじめとする

国内外のキャリア及びメーカー各社に対し、「VIVID UI」を中心とした受注案件を売り上げました。

　以上の結果、ミドルウェア事業における売上高は486百万円となりました。

（メディア事業）

　メディア事業は、連結子会社「株式会社AMS」が運営している、UIコンテンツを無償ダウンロードできる携帯サイト

における広告収入を中心としております。NTTドコモの「きせかえツールfi」のサービスが開始された前年度は、サイ

トの独自性・優位性に注目が集まり収入が好調に推移いたしましたが、その後、過熱感もやや収束し、また「きせかえ

ツールfi」市場の拡大とともにコンテンツ無償提供の目新しさも低下いたしました。当期の広告収入につきましては、

当初より前年度並みの売上水準は見込んでおりませんが、無償コンテンツを目玉とした他社の携帯サイトの急増など

が影響し、当初の見込を若干下回ることとなりました。当社グループでは、再び安定的で高い売上水準へ回復させるた

めに、より広告価値の高いサイトへの移行を進めてまいります。

　以上の結果、メディア事業における売上高は49百万円となりました。

　また現在、今秋からの運営開始を目指し、eコマース（以下、「EC」という）サイトのフルフィルメントサービスの立

ち上げ準備ならびにシステム開発を進めており、新たな事業の柱として拡大を目指していく予定です。当サービスで

は、自社のECサイトシステムを受発注から配送における基幹システムの構築や商品を保管・管理する倉庫業務もまと

めて行うパッケージサービスをEC事業主に提供することにより、レベニューシェアを行う収益モデルを目指しており

ます。当面はアパレル向けの販売システムの供給から開始し、次第に様々なEC事業主へのサービス提供の拡販を進め

る方針であり、将来的には「VIVID UI」と統合してより利便性を向上させ、ECビジネス全体の活性化を図っていく計

画です。

　なお、通常、当社グループの売上は、携帯電話業界特有の季節要因により第４四半期に集中する傾向にあり、前連結会

計年度におきましても通期売上高の過半を第４四半期に計上しております。これに伴い、損益につきましても第３四

半期までは損失が続き、第４四半期の利益計上をもって通期の収支が黒字化となる傾向があります。このような季節

要因により、第１四半期は売上案件に乏しい期間であるために損失の計上となっておりますが、業績は概ね予定通り

の推移であります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は536百万円、営業損失は167百万円、経常損失は168百万円、四

半期純損失は113百万円となりました。

 

当社グループの主要製品の概要について

a.「VIVID Message」
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      当製品は、テキストメールを絵文字へ自動変換したり、３Dグラフィックス（*２）等により、より楽しく動き

 　 のある電子メール・コミュニケーションを提供するミドルウェアであります。多くのユーザーが日々利用してい

    る携帯電話の電子メールは、従来、文字によるやりとりが中心であり、今まで際立った進化は見られませんでし

    たが、このソリューションにより、ユーザーは立体化やアニメーション化された、より表現力のある電子メール

　  を楽しむことが可能になります。

b.「VIVID UI」

      当製品は、従来、固定されている携帯電話等のメニュー等のユーザーインターフェースを、ユーザーの嗜好に

　  合わせて自由に選択したり、使い勝手の良いものに変換することを実現するミドルウェアであります。基本的な

    グラフィックから、より高度な３DグラフィックスやFlash Lite（*３）といった様々な追加機能のサポートも可

    能であるほか、携帯電話端末に限らず、多様なプラットフォームに対してサービスを実現させることができま

    す。また当製品はオーサリング機能（*４）が 特に強化されており、メーカー及びコンテンツプロバイダは、

    UI作成に係る開発工程を簡略化することが可能なため、UIデザインの自由度を広げながらも開発費の大幅な削減

    が実現できます。

c.「VIVID Movie」

  　　シリコンスタジオ株式会社製の「XCV（eXtreme Codec for Video）」動画像圧縮伸張技術をベースに新たな設

    計コンセプトの下、携帯電話や小型携帯機器などの限られたメモリやCPU性能の環境でも高度な動画処理を高速

　　に実現し、リッチなムービーコンテンツを再生することができるミドルウェアであります。「VIVID UI」との

    連携によりメニュー画面にムービーコンテンツを用いることで表現力の高いUIが実現できます。更に、動画像の

    圧縮率も高いため、コンテンツのダウンロードにも負荷を掛けず、サービス提供に最適なソリューションとして

    実現可能です。

d.「VIVID Panorama」

　　　当製品は、ユーザーがデジタルカメラ搭載の携帯電話を動画撮影のように移動する操作を行うだけで、簡単に

    パノラマ画像の作成を実現するミドルウェアです。従来の携帯電話においてもパノラマ撮影機能を謳っているも

    のはありますが、ユーザーが１枚ずつ撮影した複数の画像を繋ぎ合わせることで「パノラマ風」の写真とするも

    のであり、必ずしもユーザーにとって使いやすいものではありませんでした。当製品は、誰でも簡単に撮影で

    き、また繋ぎ目のない美しく自然な写真を作成することができます。

e.「X-Forge」

    　当製品は、主として高性能のゲーム制作をするにあたって必要とされる開発環境の集合体をパッケージング

    した、次世代モバイルゲームの強化に有用なプラットフォームであり、ミドルウェア、ゲームエンジン、ユーテ

    ィリティ（*５）、ツール及び開発ネットワークマネジメント等の機能を豊富に備えたSDK（*６）であります。

　　当製品を使用することにより、ゲーム開発者は、様々なOSやハードウェアの仕様の違い等を意識することなく高

    品質のゲーム制作が可能となり、作成に係る開発工数の大幅な削減が実現できます。

f.「VIVID Audio」・「VIVID Communicator」

      「VIVID Audio」は携帯電話等による電子メール送付において、送信者が自分のボイスメッセージをDJ風のラ

　　ップ調に変更したり好みのBGMを付加して相手に送信ができるなど、より楽しくバラエティに富んだコミュニケ

　　ーションを可能とするミドルウェアであります。

　　　また「VIVID Communicator」は、「VIVID Audio」の基本技術の機能拡張による新製品であり、携帯電話の写

　　真や画像データから簡単に動画を作成できるミドルウェアソリューションです。メディアミキシング技術により

　　音声・BGM・フレーム・テキスト等を動画に取り込むことで、これまで実現できなかった文字・画像・音が一体

　　化したコンテンツを作成することが可能です。

g.「VIVID Touch」

　　　携帯電話機とアミューズメント機器等をモバイルFeliCa（*７）を通じて連携させ、魅力的なサービスを提供

　　するためのソリューションシステムです。これにより、携帯電話機にアミューズメント機器等のデータを保存、

　　または携帯電話機からアミューズメント機器等へデータを転送する事が、センサーへのタッチひとつでできるよ

　　うになります。

h.「インターフォン連携システム」

  　　携帯電話端末とインターフォン用玄関機及び構内サーバ間の連携システムです。これにより、家庭用インター

　　フォンを市販されている携帯電話でとることが可能となり、外出先からでもインターフォンに応答や来訪者の確

　　認が容易にできるほか、インターフォンのタイプによってドアの施錠の開閉の遠隔操作やセキュリティ機能との

　　連動が可能です。当社グループでは、更なる利便性の向上を進めるとともに、その他の家電との連携も視野に開

　　発を進めております。

i.「VIVID Avatar Maker」

　　　携帯電話上で似顔絵を簡単に作成できるツールです。輪郭、髪型、眉毛、目、鼻、口等のデフォルトの顔パー

　　ツを用意し、それを変更して楽しい似顔絵を作成することができます。また、作成したアバターに動きを設定す

　　る「アクションメニュー」で、様々なアクションやオブジェクトを設定、流行の動き、特徴のある動きを表現す

　　ることが可能です。デフォルトのパーツを使って作成し編集するほか、携帯電話のカメラで撮った写真を必要な
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　　部分のみ使用して似顔絵を作成することもできます。  

*１．ミドルウェア

    OS上で動作し、アプリケーションソフトに対してOSよりも高度で具体的な機能を提供するソフトウェア。

　　OSとアプリケーションソフトの中間的な性格を持っております。

*２．３Dグラフィックス

　　空間や立体など３次元の存在を、コンピュータの画面に投影して描画した画像や映像。

*３．Flash Lite

　　米国Macromedia社（現　米国Adobe Systems Inc.）が開発した、音声やベクターグラフィックスのアニメーショ

    ンを組み合わせてWebコンテンツを作成する「Macromedia Flash」の携帯電話向けの軽量バージョン。

*４．オーサリング機能

　　文字や画像、音声、動画といったデータを編集して一本のソフトウェアを作ること。

*５．ユーティリティ

　　システムやアプリケーションの足りない部分を補助するソフトウェアの総称。

*６．SDK

　　プログラミング言語などのテクノロジーを利用してソフトウェアを開発する際に必要なツールのセット。

*７．FeliCa

    ソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術方式です。

(2)キャッシュ・フローの状況

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ82

百万円減少し、1,567百万円となりました。当第１四半連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの

主な要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は289百万円となりました。これは主に、売上債権の減少635百万円等の資金増加要因

が、税金等調整前四半期純損失169百万円、法人税等の支払265百万円及び未払費用の減少42百万円の資金減少要因を

上回ったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は702百万円となりました。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による

支出547百万円及び投資有価証券の取得による支出150百万円等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は332百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入300百万円及び新株予約

権の行使による株式発行によるものであります。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

(4)研究開発活動

　①研究開発活動の概要

　　当社では、携帯電話の新しいサービスの実現及び既存製品の大幅な機能強化に関する研究及び調査を行っており

　ます。平成20年６月末現在、研究開発に係る専任の従業員は３名であり、これに加えてヨーロッパ支社の開発者７　

　名を含む10名が状況に応じて研究開発を支援する体制をとっており、各製品開発プロジェクトにおいて個別に研究

　及び調査等の活動を行いました。

 

　②当第１四半期連結会計期間における研究開発活動の成果

　　当第１四半期連結会計期間における研究開発活動は以下のとおりであり、研究開発費の総額は1,725千円となっ

　ております。

 　 　A.新しいサービスの実現

 　　   「３Dグラフィックス・フォーマットの研究」

　　　　　　　　　　　各種存在する３Dグラフィックス・フォーマットについて研究いたしました。

　　　B.既存製品の機能強化

　　　　「VIVID UI」　より豊かな表現力を持つ新バージョンの製品化に向けた研究及び開発を行いました。
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　　　　「X-Forge」　 バージョンアップに向けた新規機能の研究及び調査を行いました。 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

  当第１四半期連結会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 190,000

計 190,000

②【発行済株式】

種類

　

第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 80,400 80,470 東京証券取引所（マザーズ） －

計 80,400 80,470 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権行使による新株式

発行数は含まれておりません。
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(2)【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

①　平成16年７月12日臨時株主総会決議に基づく平成16年７月12日取締役会決議（第２回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個)  360 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 360 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 10,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成16年８月25日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　10,000

資本組入額　 5,000

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行

使することができるものとする。

(2) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。
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②　平成16年７月12日臨時株主総会決議に基づく平成16年７月12日取締役会決議（第３回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 20 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 20 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 10,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月15日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　10,000

資本組入額　 5,000

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行

使することができるものとする。

(2) その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。
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③　平成17年３月28日臨時株主総会決議に基づく平成17年３月28日取締役会決議（第４回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 290 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 290 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 10,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月25日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　10,000

資本組入額　 5,000

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うこととします。

２．当会社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げることとします。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数×１株当たり払込価額又は処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とします。

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数は切り上げる

こととします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行うこととします。

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権発行時において当社の取締役または従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社ま

たは当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
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④　平成17年６月15日臨時株主総会決議に基づく平成17年６月６日取締役会決議（第６回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 100 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 100 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 25,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月15日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　25,000

資本組入額　12,500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社

の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

(3) その他の条件については当社と新株予約権を受けるものとの間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。
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⑤　平成17年６月15日臨時株主総会決議に基づく平成17年６月６日取締役会決議（第８回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 10 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 10 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 25,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月15日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　25,000

資本組入額　12,500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続人がその権利を行

使することができるものとする。

(2) その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
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⑥　平成17年９月27日臨時株主総会決議に基づく平成17年９月27日取締役会決議（第10回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 1,550 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,550 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 25,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成28年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　25,000

資本組入額　12,500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社

の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

(3) その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
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⑦　平成18年３月17日臨時株主総会決議に基づく平成18年３月17日取締役会決議（第14回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 3,040 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,040 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　25,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月17日

至　平成28年３月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　25,000

資本組入額　12,500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社

の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

(3) その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
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⑧　平成18年３月17日臨時株主総会決議に基づく平成18年３月17日取締役会決議（第15回付与）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 170 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 170 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 25,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月17日

至　平成28年３月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　25,000

資本組入額　12,500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げることとします。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うと

き(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げることとします。な

お、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととしま

す。

調整後行使価額 ＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込価額

既発行株式数＋新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

(2) その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
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(3)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

 平成20年４月１日～

　

 平成20年６月30日

1,320 80,400 16,500 1,961,995 16,500 1,826,195

（注）１.　新株予約権の行使による増加であります。 

　　　２． 平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が70株、

　　　　　 資本金及び資本準備金がそれぞれ350千円増加しております。

　　

(5)【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

　

(6)【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿に当社で把握ししてい

る増減を加味して記載をしております。

　

①【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　80,400            80,400 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数             80,400 － －

総株主の議決権 －            80,400 －

　

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高（円） 571,000 442,000 375,000

最低（円） 429,000 327,000 232,000

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる四半期レビューを受

けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,567,343 1,525,099

受取手形及び売掛金 551,628 1,187,234

仕掛品 95,600 101,414

その他 205,967 109,826

流動資産合計 2,420,540 2,923,574

固定資産

有形固定資産 ※
 91,587

※
 91,790

無形固定資産

のれん 77,572 82,624

ソフトウエア 953,926 885,991

ソフトウエア仮勘定 873,463 618,012

その他 37 13

無形固定資産合計 1,904,999 1,586,640

投資その他の資産 647,058 632,108

固定資産合計 2,643,646 2,310,540

資産合計 5,064,186 5,234,115

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 74,326 99,524

短期借入金 50,000 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 1,748 257,015

その他 380,336 481,718

流動負債合計 524,412 856,258

固定負債

社債 23,000 23,000

長期借入金 250,000 －

固定負債合計 273,000 23,000

負債合計 797,412 879,258
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 1,961,995 1,945,495

資本剰余金 1,826,195 1,809,695

利益剰余金 499,364 613,312

株主資本合計 4,287,554 4,368,502

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,567 △5,433

為替換算調整勘定 △8,212 △8,212

評価・換算差額等合計 △20,780 △13,646

純資産合計 4,266,774 4,354,856

負債純資産合計 5,064,186 5,234,115
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高 ※2
 536,145

売上原価 322,707

売上総利益 213,438

販売費及び一般管理費 ※1
 381,012

営業損失（△） △167,574

営業外収益

受取利息 517

受取配当金 297

営業外収益合計 814

営業外費用

支払利息 1,107

為替差損 553

その他 362

営業外費用合計 2,023

経常損失（△） △168,783

特別損失

固定資産除却損 789

特別損失合計 789

税金等調整前四半期純損失（△） △169,573

法人税、住民税及び事業税 18,200

法人税等調整額 △73,826

法人税等合計 △55,625

四半期純損失（△） △113,948
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △169,573

減価償却費 113,209

のれん償却額 5,052

受取利息及び受取配当金 △814

支払利息 1,107

為替差損益（△は益） 9,319

株式交付費 362

売上債権の増減額（△は増加） 635,606

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,814

仕入債務の増減額（△は減少） △25,197

未払費用の増減額（△は減少） △42,832

未払又は未収消費税等の増減額 △8,968

前受金の増減額（△は減少） 45,725

その他 △13,665

小計 555,145

利息及び配当金の受取額 814

利息の支払額 △1,464

法人税等の支払額 △265,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 289,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,102

無形固定資産の取得による支出 △547,227

投資有価証券の取得による支出 △150,000

差入保証金の差入による支出 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー △702,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000

株式の発行による収入 32,637

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,951

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,567,343
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間より、

Acrodea Mobile Solution,Inc.は、新たに設立

したため、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

　３社

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社Acrodea America,Inc.は、従来、

決算日が３月31日でありましたが、同社は

決算日を６月30日に変更しております。当

第１四半期連結会計期間において連結決算

日との間に生じた重要な取引については、

必要な調整を行い連結しております。

　連結子会社AMSは、従来、決算日が３月31

日でありましたが、同社は決算日を８月31

日に変更しております。

３．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の

適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　

企業会計基準第９号）を当第１四半期連結

会計期間から適用し、評価基準については、

個別法による原価法から個別法による原価

法（収益性の低下による簿価の切下げの方

法）に変更しております。

　当該変更による損益に与える影響はあり

ません。

 （2）連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対

応報告第18号）を当第１四半期連結会計期

間から適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。

　当該変更による損益に与える影響はあり

ません。

４．連結決算日の変更に関す

る事項

　提出会社は、平成20年６月27日の定時株主

総会において定款の一部変更が承認され、

決算日を３月31日より８月31日に変更いた

しました。

　これに伴い当連結会計年度は平成20年４

月１日から平成21年８月31日までの17ヶ月

間となっております。

EDINET提出書類

株式会社アクロディア(E05630)

四半期報告書

26/33



【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

２．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性に関しては、前

連結会計年度末の検討において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニング

に、前連結会計年度末からの重要な一時差

異の変動を加味したものを使用する方法に

よっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 53,813千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額 47,564千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 ※１　販売費及び一般管理費の主なもの　

　　給与手当 90,819千円

 ※２　当社グループの売上高は、ライセンス販売に係る契約

締結ならびに検収が第４四半期偏重となる傾向があ

るため、四半期毎の売上高に著しい相違があり、業績

に季節的変動があります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　現金及び預金勘定 1,567,343千円

　　現金及び現金同等物 1,567,343千円

　

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日  至

　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　80,400株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
ミドルウェア事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 486,181 49,964 536,145 － 536,145

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 486,181 49,964 536,145 － 536,145

営業利益又は営業損失（△） △195,603 26,528 △169,074 1,500 △167,574

　（注）１．事業区分の方法

 事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

事業区分 事業内容

 ミドルウェア事業  自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等

 メディア事業  携帯電話サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 100,825 3,027 103,852

Ⅱ　連結売上高（千円） 　 　 536,145

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
18.8 0.6 19.4

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・・・韓国

　　　　　　ヨーロッパ・・・スウェーデン

　　　　３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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（有価証券関係）

　有価証券の当第１四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の当第１四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度末の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

      （企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　事業譲渡

　１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要

　（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　 事業の名称　　連結財務諸表提出会社の韓国支社におけるミドルウェア事業

         事業の内容　　ミドルウェア事業

　　　　　　           自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等の販売及び提供

  （2）企業結合の法的形式

         当社を譲渡元とし、Acrodea Mobile Solution,Inc.を譲渡先とする事業譲渡

  （3）結合後企業の名称

         変更はありません。

  （4）取引の目的を含む取引の概要

　当社グループの製品群の販売拡大に寄与すると考えられる韓国市場に対して、韓国支社を閉鎖し韓国に

て現地法人化することで、より現地に根付いた営業及び開発活動に転換し、当社グループとして韓国市場

への販売戦略の強化を目指すため、韓国現地法人Acrodea Mobile Solution,Inc.を設立しました。

  ２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 53,069.33円 １株当たり純資産額 55,069.00円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 1,426.71円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失が計上されているため、

記載しておりません。

　（注）　　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（千円） 113,948

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 113,948

期中平均株式数（株） 79,868

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純損失金額  

四半期純利益調整額（千円） －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） －

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） －

普通株式増加数（株） 1,320

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 第10回新株予約権（新株予約

権の数480個）

 第14回新株予約権（新株予約

権の数840個）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月８日

株式会社アクロディア

取締役会　御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹　本　憲　一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 進　藤　直　滋　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 町　田　眞　友　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アクロディ

アの平成20年４月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アクロディア及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRＬデータ自体は含まれていません。
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